
議
第
百
二
号

岐
阜
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第

七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
以
外
の
」
の
下
に
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
行
わ
れ
て
い

る
」
を
「
行
わ
れ
る
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

養
護
老
人
ホ
ー
ム

栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員

第
十
二
条
第
七
項
た
だ
し
書
中
「
行
う
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
を
「
行
う
場
合
」
に
、
「
場
合
に
」
を
「
と
き
」

に
改
め
、
「
で
き
る
」
の
下
に
「
こ
と
と
し
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
置
く
べ
き
第
一
項
第
三
号
た

だ
し
書
の
主
任
生
活
相
談
員
に
つ
い
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
一
以
上
と
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
た
だ

し
書
中
「
、
第
一
項
第
五
号
の
看
護
職
員
に
つ
い
て
は
」
を
削
り
、
「
に
あ
っ
て
」
を
「
又
は
指
定
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
（
岐
阜
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
第
二
百
二
十
二
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
指

定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
岐
阜
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
二
百
十
六
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
養
護
老
人

ホ
ー
ム
に
置
く
べ
き
第
一
項
第
五
号
の
看
護
職
員
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

－1－



提

案

説

明

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
養
護

老
人
ホ
ー
ム
の
職
員
に
係
る
配
置
基
準
を
緩
和
す
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。

－2－


